
木造住宅の担い手である大工技能者の減少・高齢化が進む中、木造住宅の生産体制の整備を図るため、民間
団体等が行う大工技能者等の確保・育成の取組について、中小工務店等のDX推進による労働環境向上を図る
取組を重点的に支援する。

大工技能者等の担い手確保・育成事業

民間団体等が実施する、大工技能者等の確保・育成の取組を支援。

【補助対象】
⑴育成
大工技能者等を対象とした木造住宅の新築・リフォーム等の技能習得に係る研修

⑵確保
将来世代の確保（処遇改善、ＤＸ推進による労働環境向上等）に向けた取組

【補助率・補助上限額】
補助率：定額、補助上限額：1億円
※(2)のみを行う場合の上限額は３千万円
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木造戸建住宅の工務店等規模別シェア

令和５年度当初予算：
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（279.18億円）の内数


